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D04D 装飾品；他に分類されないリボン，テ
ープまたはバンド（つば付き帽子のための

付属品または装飾品，例．つば付き帽子のバン

ドＡ４２Ｃ５／００；装飾美術Ｂ４４；糸また

はより糸Ｄ０２Ｇ；織成Ｄ０３；組みひもまた

はレースＤ０４Ｃ；不織布Ｄ０４Ｈ） 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用

いる： 

―“装飾品”は，他に分類されておらず装飾の目的のために使

用されるような繊維または類似材料，または繊維または類似材

料の細長片で全部または一部が構成された装飾品を意味する。 

1/00 ロープまたはフィラメント状材料からつく

られた類似の細長い装飾品（ロープまたは

コード一般Ｄ０７Ｂ） 

1/02 ・中心に配置された芯の回りにストランド

を巻き付けることによるもの 

1/04 ・フィラメント状材料に真珠またはビーズ

を通すことによるもの 

3/00 シェニール糸装飾品（シェニール糸Ｄ０２

Ｇ；織成によるシェニール糸装飾品の製造

Ｄ０３Ｄ） 

5/00 縁飾り品（ふさ飾りをつけたものＤ０４Ｄ

７／０８） 

7/00 装飾繊維品 

7/02 ・偏平なもの 

7/04 ・立体的なもの（装飾ボタンＡ４４Ｂ１／

０４） 

7/06 ・・球状ふさ，例．帽子や靴の先につける

玉ふさ 

7/08 ・・ふさまたはふさをつけた縁飾り品 

7/10 ・・装飾ちょう結び目の構造（既製の結び

目またちょう結び目を持ったネクタイＡ

４１Ｄ２５／０２） 

9/00 他に分類されないリボン，テープ，ウエル

ト，バンド，ビーズまたはその他の装飾細

長片（ラミネートすることによってつくら

れたものＢ３２Ｂ；包装を目的とした結束

Ｂ６５Ｄ；接着テープＣ０９Ｊ７／２０；

織成によってつくられたものＤ０３；組成

によってつくられたものＤ０４Ｃ） 

9/02 ・細長帯を長く折りたたむことによってつ

くられたもの 

9/04 ・多くの細長片または要素から構成された

もの 

9/06 ・プラスチックの加工によってつくられた

もの 

11/00 リボン通し装置または器具（針Ｄ０５Ｂ） 

 


